












第３２号議案 

一宮市教育委員会後援名義の使用について

一宮市教育委員会後援名義の使用について、別紙のとおり申請がありました

ので、教育委員会の審議に付します。 

令和５年７月２５日

一宮市教育委員会   

教育長 高 橋 信 哉 



一宮市教育委員会後援名義使用許可基準 

（許可基準） 

第２条 後援名義の使用の許可は、次の各号のいずれかに該当する事業に対して行うも

のとする。 

(1) 国又は地方公共団体が主催し、又は後援する事業 

(2) 学校又は学校の連合体が主催する事業 

(3) 市内の公共的団体及びこれに加盟している団体が主催する事業 

(4) 公益法人及びこれに準ずる団体（宗教法人を除く。）が主催する事業 

(5)  次に掲げる団体等が主催する事業で、その内容（入場料、場所、事業内容等）が

適当と認められる事業 

ア 市内の教育関係団体 

イ 報道機関（新聞社又は放送局） 

ウ 国、地方公共団体が補助等をしている団体 

(6) 過去において、教育委員会が後援した実績のある事業 

(7) 前各号に掲げる事業のほか、教育委員会が適当と認めた事業 

２ 前項の規定にかかわらず、当該事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、後援

名義の使用を許可しないものとする。 

(1) 営利を目的として行われる事業 

(2) 特定の政党又は宗教団体が主催する事業 

(3) 教育の中立性を損なうおそれのある事業  

(4) 会員制又は会員勧誘を前提とした事業 

(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業 

(6) 市内全域を対象としない事業 

(7) 一宮市暴力団等の排除に関する条例（平成 23 年一宮市条例第 24 号）第 2 条第 1

項第１号に規定する暴力団又は同項第 2 号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接

な関係を有する者が主催し、又は関与すると認められる事業 

(8) 前各号に掲げる事業のほか、教育委員会が支障があると認めた事業



一宮市教育委員会後援名義使用許可申請
（学校教育課）

受
付
番

申請者 事業名 内容 実施日 開催場所 参加料
許可
基準

27

一般社団法人

こども未来アカ

デミー

代表理事

安藤
あんどう

　隆貴
りゅうき

走り方教室
体育の授業以外での体力
向上の取り組みの一環とし
て、走り方教室を実施

令和5年
9月24日(日)
14:00～15:00、15:30～16:30
11月19日(日)
14:00～15:00、15:30～16:30

一宮市北方
町北方字宝
江新田

なし (7)

33

はぴふるクラブ

代表

谷口
たにぐち

　容子
ようこ

発達しょうがい支
援学習会

発達障害をもつ子ども及び
その保護者に対する支援
についての学習会を実施

令和5年
8月26日(土)　10:00～15:00

一宮社会福
祉協議会大
和事務所

なし (7)

38

いちい信用金

庫

理事長

川口
かわぐち

　敏男
としお

いちい信用金庫
合併20周年記念
「体験！いちいア
クアリウム」

SDGsの一環としてデジタル
コンテンツとアクアリウムを
使った体験型イベントを実
施

令和5年
8月2日(水)　10:00～16:30
8月3日(木)　10:00～16:30
8月4日(金)　10:00～16:30

いちい信用
金庫本店

なし (7)
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